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２０１６年度

新しい業務責任体制で
スタートします

供給高１０億円の回復と、
　　　地域に根ざした生協づくりに向けて
１） コースの再編制で配送効率を上げ、 余力を作ります。

現在５１コースを４７コースに再編成させて頂き、 配送効率を高めるとともに人の余力をつくりま

す。 千葉地区、 つくば市、 牛久市のコースの曜日 ・ 配達時間が変更となります。

４月一ヶ月で曜日 ・ 時間変更のお願いをすすめ、 ５月１回よりスタートさせて頂きます。

２） 組合員増に向けた責任体制を敷きます。
昨年は１年間で２０名の組合員減となってしまいました。 組合員増に向けた職員責任体制を敷き、

組合員のみなさんに協力を頂きながら仲間づくりを推進し、 組合員増３５０名を達成させます。

３） 業務を整理 ・ 再構成し、 食はいのちを継承し、 社会変化にも対応

した商品改善 ・ 開発をすすめます。
原発事故以降、 放射能対策で業務過重となり商品業務に余力がなくなり、 基礎業務および商

品政策の具体化が手薄になりました。 昨年は若手職員で支えましたが、 再度責任体制をとりム

リ ・ ムダを整理して、 組合員 ・ 生産者をつなぐ期待に応えられるようにします。

４） 情報共有・連携を強めて、自分たちの労働条件を改善してゆきます。
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【２０１６年度業務責任体制】

伊藤　博久（33）　事業責任 /経営責任 /商品政策

木内　和彦（53）　経営 /財務 /総務担当

矢島　裕也（33）　供給業務 /地域拡大

榎本　木綿（45）　協同推進室 /理事会事務局

丸山  潔   （53）　商品部責任者

柿崎　洋   （43）　組合員拡大責任者

井上　元   （36）　生産と消費関係づくり
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東海第２原発を廃炉にしてゆくための２つの署名にご協力をお願いします。

　脱原発ネットワーク茨城主催で 「原発いらない

牛久の会」 が中心になって開催された小出裕

章講演会は、 会場が３００名定員のところ、 ４００

名以上の参加で１００名以上が立ち見、 入場で

きなかった方もいて、 あらためて原発 ・ 放射能

への関心は薄れていないことを示しました。

　他方、 原発再稼働にむけた政府 ・ 電力会社

の動きと、 もう原発はやめようという市民の攻防

は、 地域でそして裁判でも再び激しくなっていま

す。

　間もなく原発寿命４０年を迎える地元東海第２

原発をめぐっては、 日本原電 （株） が東海村

村議選に職員を送り込み、 村議会に 「国は東

海第２原発の審査を早めるよう」 求める請願書

が出され議会意見書採択がなされ、 これに対し

て東海村前村長の村上さんや前議員で共に裁

判を起こしている相沢さんらが抗議を発していま

す。

　政府の原子力規制委員会は３／３１の審査会

で 「沸騰水型原子炉 （BWR）」 の審査も、 遅

れていた東海第２も加えて同時並行で審査をす

すめる意向を示したことで、 俄に東海第２原発

の再稼働に向けた動きが早まろうとしています。

　これらに対して原発に反対してきた市民側は、 ４つの

団体が連携して実行委員会をつくって 「２つの署名」 運

動をすすめることを１月に提起しました。

　① 「老朽原発 ・ 東海第２の２０年延長反対」 署名

　② 「安全協定見直し」 署名

です。

　署名運動が重なりますが、 ぜひ住民ひとりひとりの意

志を署名で表して下さい。 今週２つの署名用紙を入れさ

せて頂きます。 ご協力よろしくお願いいたします。

3/26 代々木公園での東海第 2 署名運動
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４／２１　東海第２原発運転差止訴訟第１３回口頭弁論へ参加を！

４／６川内原発運転差止仮処分異議審　宮崎高裁決定に注目を

福井 ・ 高浜原発運転差止命令

　３／８には運転を再開したばかりの福井の高浜

原発３ ・ ４号機に対して滋賀 ・ 大阪の住民が起

こした運転差止の仮処分申請に対して滋賀 ・ 大

津地裁は 「周辺住民の人格権を侵害するおそ

れが高いにもかかわらず関西電力は安全性確

保の説明を尽くしていない」 として運転の停止

を命ずる判決が下され運転が止まりました。

　関西電力をはじめとする経済界は 「一地裁の

裁判官 （ごとき） が国のエネルギー政策に支障

をきたすことができるのか」 などと抵抗。

4/6 には川内原発の宮崎高裁決定

　他方、 東電福島第一原発事故後初めて再稼

働した九州 ・ 川内原発に対して住民が申し立て

た運転差止仮処分申請は昨年４月に鹿児島地

裁が申立を却下。 住民側は即時抗告。 この抗

告に対する決定が４／６宮崎高裁で出されます。

　これで住民側が勝てば、 再び原発ゼロとなりま

す。 九電の社長は３／３１の記者会見で 「川内

原発差止決定なら、 電気をお届けできなくなる。

それなりの判断をせざるを得ない」 と判決前に

脅しをかけることまで。

伊方原発に対しては住民訴訟で包囲

　四国の伊方原発３号機に対しては、 地元愛媛

に加えて対岸の大分を含む３１都道府県の住民

１３３８名が運転差止を求めて松山地裁で係争

中。 先月３／１１には広島 ・ 長崎の被爆者６７名

が運転差止の仮処分 ・ 本訴訟を広島地裁に起

こした。

　こうした住民からの提訴の包囲に対して電力側

は 「次々裁判を起こされて、 これにすべて勝た

なければ運転できないというのはとんでもないこ

と」 し、「速やかな法改正を」 と要求をはじめた。

青森大間原発は対岸の函館市が提訴　

　青森で建設中の大間原発に対しては、 住民

訴訟に加えて、 対岸の函館市が 2014 年に 「福

島県ではいまなお原発事故処理が収束もしてい

ない。 原発事故の凄まじさを見、 住民の生命 ・

安全を守らねばならないのは最終的に基礎自治

体」 として建設凍結を求めて東京地裁に提訴。

　大間原発に対する住民訴訟の方は、 女性裁

判長が国の審査を待たずに来年 2017 年中に司

法判断を下すとして、 直ちに証人尋問に入るこ

とを決定し、 司法判断するための証人による審

理がすすもうとしている。

　私たち常総生協の組合員 ・ 生産者も原告と

なって提訴した東海第 2 原発差止訴訟は４／

２１、 第１３回目の弁論を迎えます。

水戸地裁裁判長 「まだ腹が決まっていない」

　昨年 12 月の裁判の進行協議で、 住民側

代理人 （弁護士） が裁判長に 「国の審査を

待たずに司法判断する決意はあるか」 と詰め

寄ったところ、 裁判長は 「まだ腹が決まって

いない」 と。

　裁判官の腹を決めさせるのは法廷を住民で

埋め尽くし、 住民が注視していることを示すこ

とです。

福島の現場検証を申請予定

　原告団は 「東海第 2 訴訟は福島の人々の

苦難を共にする訴訟」 として、 これまで毎回

原発災害の被害の実態を書面にし弁論してき

ました。 そして今度の４／２１の期日には 「福

島の現実を見ずして判決は書かせない」 とし

て 「福島の人々の被害の実態の現場検証」

を申し立てます。

4/21 は 10 時半から訴訟団集会

　4/21 （木） は午後 2 時半から公判ですが、

10 時半から水戸弁護士会館別館にて訴訟団

報告集会を予定しています。 ぜひ参集を！

　生協からマイクロバスを出します。 参加でき

る方は原告団事務局 / 生協事務局榎本まで。
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【催し】 4/17 （日） 講演・報告 「原発事故から５年　今何が起きているか」
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　４／１７ （日） 放射能 NO ！ネットワーク取手

主催で 「原発事故から５年　今何が起きている

か」 が開かれます。

　常総生協の副理事長の大石が呼ばれて、 市

民による土壌調査や甲状腺検診について、 地

域生協として地域のみなさんと力を寄せて活動

してきた報告をします。

　いっしょに報告する黒沢さんは学校検診での

心臓検診の市民調査活動をすすめ、 関東子ど

も健康調査支援基金では共に甲状腺検診を実

施してきた仲間です。

　ぜひおいで下さい。 　（資料代 500 円）

（日時） 4/17 （日） 13:30 ～ 16:30

（会場） 取手市福祉交流センター （市役所敷地）

【催し案内】　4/24 （日） 「戦争と演芸」
　組合員ならびに県生協連からの推薦です。

「1945 年－僕らに羽ばたく空などなかった・ ・ ・」

戦争と演芸 （せんそうとへいわ）

　　「さくら花－最期の特攻」 上映

　林家三平　高座

　（日時） 4/24 （日）

　　① 11:00 ～

　　② 14:30 ～

　（会場）

　取手市民会館

　入場料２０００円

　


